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下肢障害 

＜1級＞ 

 1 級の下肢障害者は、両下肢の運動能力と立つ能力をほとんど失った状態にあり、移動に関しては車

椅子や義足等の補助手段を必要とする。企業から寄せられた雇用に際しての配慮に関する回答では、事

務職、技能工・生産工ともに、便所の改善が最も多く、具体的には、手すりや非常ブザー、前傾鏡や荷

物台の設置といった改善方法が上げられている。その他、事業所内の各所のドアを自動ドアにしたり、

トッテや鍵の位置を低くしたり、廊下や床の段差をなくしスロープを設置したり、手すりを設置すると

いった建物の改善に関する配慮内容が多く見られる。また、通勤における歩行の負担を軽減するために

車を利用する人が少なくないため、マイカー通勤を特別許可したり、専用の駐車スペースをなるべく職

場に近くするといった、車の利用に関する配慮も多い。しかし、下肢障害者の場合は、移動や姿勢の維

持以外には特に作業遂行上に問題が生じない場合が多いので、作業台等の高さを車椅子利用者に併せて

調節すること以外は、特に作業の遂行に直接関わる配慮は多くない。 

 

＜2 級＞ 

 2 級の下肢障害者には、両下肢の機能に著しい障害があるものと、両下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠

くものが含まれ、やはり移動は車椅子や義足の使用が主になる。従って、企業の回答にも 1級同様、便

所の改善やスロープの設置による建物内の段差の解消といった主に車椅子や義足の使用を前提にした配

慮が多くなっている。しかし、コミュニケーションヘの配慮や、通勤への配慮（自家用自動車通勤の許

可、送迎バスの利用など）も相対的に多く、また、松葉杖の利用者を想定した配慮（松葉杖用の敷石の

設置）もある。 

 

＜3 級～6級＞ 

 3 級から 6 級までの下肢障害者は、両足に軽度の障害があるものと片足のみに障害があるものを含む

ため、等級毎にその状態像をそれぞれ一般化して記述することは困難であるが、その多くが義足や松葉

杖を利用する歩行困難者である。企業の配慮内容としては、3 級では便所の改善がコミュニケーション

ヘの配慮に次いで多いが、洋式トイレの設置といったごく簡単なものも含まれており、改善事例自体も

1、2 級と比べると少ない。義足や杖を使用した移動が主になるため、滑り止めマットや滑り止めテー

プの使用、座業への切り替えといった配慮も見られた。 

 4 級から 6 級では、レクリエーションやミーティング、懇親会への参加、相談員等の配置といった一

般的な配慮内容が多くなっているが、洋式トイレの設置、重量物運搬の規制、立ち作業や移動・昇降の

回避や削減、手すり・段差・滑らない床材等への配慮、座業への切り換え、ドアの改善、スイッチの改

善（フットスイッチの手動化など）、足の負担を減らす機器の改良等、件数的には少ないがきめ細かい

配慮が状況に応じてなされている。 
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